
 答 申 第  2 1 0  号 

令 和 8年 2月 2 4日 

 

 

兵庫県公営企業管理者 

 梶 本  修 子 様 

 

 情報公開・個人情報保護審議会 

会長 中 川 丈 久  

 

 

公文書の部分公開決定に係る審査請求に対する決定について（答申） 

 

 

 令和７年３月28日付け諮問第１号で諮問のあった下記の公文書に係る標記のことに

ついて、別紙のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

事業提案競技による売却用地に係る財産評価審査会資料等の件 
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別 紙 

答    申 

 

第１ 審議会の結論 

  兵庫県公営企業管理者（以下「実施機関」という。）が非公開とした決定の

うち、別表の「公開すべき部分」欄に掲げる部分は公開すべきであるが、その

余の部分は、非公開とすることが妥当である。 

 

第２ 諮問経緯及び公開請求文書の特定 

 １ 公文書の公開請求 

令和６年12月14日付けで、審査請求人は、情報公開条例（平成12年兵庫県条例

第６号。以下「条例」という。）第４条の規定により、実施機関に対して、

「2020年に決定した潮芦屋地区の土地分譲」に関する資料の公開を請求した（以

下「本件公開請求」という。）。 

 

２ 実施機関の決定 

令和６年12月26日、実施機関は、本件請求に係る対象文書のうち、下記第４・

１(1)(2)掲記の各公文書について、条例第６条第１号、第２号及び第６号所定の

非公開情報が記録されているため、当該部分を非公開とすることとして公文書部

分公開決定処分を行った（以下「本件処分」という。）。 

 

３ 審査請求 

令和７年２月６日付けで、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審

査法（平成26年法律第68号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求

（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 

４ 諮問 

令和７年３月28日、実施機関は、条例第17条の規定により、情報公開・個人情

報保護審議会（以下「審議会」という。）に対して、本件審査請求について諮問

した。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 本件審査請求の趣旨 

本件処分を取り消し、全部開示を求めます。 
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２ 本件審査請求の理由 

審査請求人が、審査請求書において述べている本件審査請求の理由は、次のと

おり要約される。 

（一部原文どおり）当該資料における土地単価、評価価格、評価方法等は、住

民の税金の使い道を知るための材料として、当然知るべきものである。企業庁の

土地売却は、住民がおさめた税金によってなされたものなので、知る権利が阻害

されており、全て開示する必要がある。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が、弁明書及び口頭による理由説明において述べている本件処分の理

由は、以下のとおり要約される。 

１ 公開請求の対象文書について 

実施機関は、潮芦屋センターゾーンⅡ期南ブロック用地において、事業提案競

技方式により事業者から提案を募集し（以下「本件提案競技」という。）、審査

結果を踏まえ、大阪トヨペットグループホールディングス株式会社（以下「本件

会社」という。）を事業予定者と決定したものである。 

本件請求に対し、実施機関が特定した公文書は、次のとおりである（以下「本

件対象公文書」という。）。 

(1) 本件会社が応募登録の際に提出したすべての書類 

応募登録申込書、提案事業者資格誓約書兼確認書、印鑑証明書及び納税証

明書 

(2) 当該地における土地の基準評価額とその決定過程がわかる資料 

実施機関では、事業対象用地の最低譲渡価格を３億1263万8760円として事

業提案競技を行った。この最低譲渡価格を設定するに当たっては、財産評価審

査会に対し、企業庁財産評価審査会規程（昭和48年11月13日企業局管理規程第

13号）に基づき、審査を依頼しており、次の書類を本件公開請求の対象文書と

して特定した。 

ア 財産評価審査会審査書 

イ 財産評価審査会資料 

ウ 決裁文書（財産評価審査会への審査依頼について（伺い）。以下「決裁文

書」という。） 

 

２ 本件処分の理由について 

(1) 条例第６条第１号及び第２号の妥当性について 

応募登録申込書、提案事業者資格誓約書兼確認書及び印鑑証明書における 
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代表者印印影並びに納税証明書記載の納税額について、法人の内部管理に属す

る情報であって、公にすることにより法人の公正な事業運営が損なわれると認

められるものとして条例第６条第２号により非公開とした。 

また、応募登録申込書記載の担当者の連絡先及び提案事業者資格誓約書兼

確認書又は印鑑証明書記載の性別、生年月日、住所について、個人情報として

条例第６条第１号により非公開とした。 

(2) 条例第６条第６号の妥当性について 

財産評価審査会審査書、財産評価審査会資料又は決裁文書に記載された、 

評価方法、評価価格、標準地、時点修正率、個別比準及び土地単価について非

公開とした。 

本件の評価は、標準地の価格を参考に、算定の対象となるブロックごとに 

個別比準価格を設定し、時点修正率を乗じ、各ブロックごとの土地の面積を当

該個別比準価格に乗じたものを合計することにより対象地全体の評価価格を算

定し、公有地売却の方針にもとづき、最低譲渡価格を決定した。 

従って、これらの方式、数値等を公にすることによって、今後、実施機関

が近傍地で行う同種の事業につき、最低譲渡価格等を予測することが可能とな

る。 

ア 公正な競争上の利益が損なわれると認められるもの 

本件非公開情報を公開することにより、地方公営企業業務に関する財産 

の取得、管理及び処分等経営上の正当な利益を害するおそれがある。 

イ 公正な事業運営が損なわれると認められるもの 

今後、実施機関が土地の分譲を進めるにあたり、土地の評価方法を公開 

することによって、売却価格を類推される可能性があり、入札参加者間で

不公平が生じるおそれがある。 

(3) その他 

実施機関は「地域の振興と県民福祉の向上」、「選択と集中の徹底」、 

「健全経営の維持」の経営方針のもと事業を行う地方公営企業であり、企業性

（経済性）の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本とし、独立採算制が原則と

なっていることから、本件対象文書を公開することによって、経営上の損失と

なるおそれがあることから部分公開としている。 

 

３ 結論 

以上のとおり、本件請求に対する実施機関の本件処分は妥当なものである。 

 

第５ 審議会の判断 
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  審議会は、審査請求人の主張、実施機関の説明等を精査した結果、次のとお

り判断する。 

１ 本件対象公文書の非公開部分等について  

(1) 本件対象公文書における非公開部分は、事業対象用地の価格評価に係る次の

情報である。 

ア 評価価格算出のための数値等 

評価方法に係る記述、標準地に係る属性（地図上の標準地の地点を秘匿

するための地図上の一定範囲の黒塗り部分を含む。以下同じ。）、時点修

正率（時点修正に係る期間の公示地の地価変動を踏まえ算定された率であ

り、時点修正に係る期間の始期及び公示地の地価を踏まえた計算過程を含

む。以下同じ。）、個別比準（標準地の特性、当該標準地と評価対象地の

格差及びこれを数値で示した格差率を総称する。以下同じ。）及び本件土

地単価 

イ 評価価格 

(2) 他方、実施機関は、本件処分において、評価価格を算出する計算過程に係る

次の情報を公にしている。 

ア 計算式（標準地評価額×時点修正率×個別比準＝本件土地単価） 

   イ 計算式（本件土地単価×地積＝評価価格） 

ウ 時点修正に用いる公示地の地図上の地点 

 

２ 非公開部分の条例第６条第６号該当性について  

(1) 条例第６条第６号は「県の機関…が行う事務若しくは事業に関する情報で 

あって、公にすることにより、…当該事務若しくは事業の性質上、当該事務若

しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」、同号オは「地方

公共団体が経営する企業…に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を

害するおそれ」があるものを非公開情報としている。 

(2) 実施機関は「近傍地で行う同種の事業につき、最低譲渡価格等を予測する 

ことが可能となる」等として、本件処分において、上記１(1)アイ掲記の本件

土地の評価に係る有意な情報の概ねすべてを非公開としているので、以下検討

する。 

  (3) 検討 

   ア 公有地売却について 

     一般に、公有地売却において、まちづくりと整合する施設整備等を実現す

るため、事業提案競技（計画内容及び価格を点数化し総合点により決定）、

条件付き一般競争入札（事業計画等の審査を行い、譲受適格者として選定
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された者を入札者として行う入札）等が行われることがある。 

これらの契約手続に際し、予め最低譲渡価格（競争入札においては最低

入札価格。以下同じ。）を示して行われる場合があるが、特に条件付き一

般競争入札においては、最低入札価格を示さず行われる場合がある。 

イ 予測等の可能性 

仮に、近傍地の同種事業における売却地の評価価格が予測可能となれば、

通常、当該評価価格を上回り設定される最低譲渡価格を予測し得ることと

なる。 

最低譲渡価格を予め示さず行う契約手続において、当該最低譲渡価格が

予測されると、当該最低譲渡価格に近しい金額での譲渡申込みが集中し、

競争性が低下する具体的な可能性が想定される。 

一方で、上記２(1)のとおり条例第６条第６号所定の支障又は正当な利益

を害するおそれがない限度で、実施機関は本件対象公文書に記録された情

報を公開すべき条例上の義務を負うものである。 

実施機関が公にしている計算式（上記１(2)アイ）は、標準地評価額（単

価）に時点修正を行い、個別比準を乗じ、本件土地単価を算出し、地積を

乗じて評価価格とするものである。 

仮に、本件事案における評価価格を算出する計算過程の数値等のすべて

を公にした場合、標準地評価額（単価）を基準とし、標準地と近傍地の格

差を踏まえた個別比準（ただし、規模、奥行、形状、高低、街路、交通等

の諸条件を踏まえ実施機関において付す数値であり、正確な数値を想定す

ることは困難である。）を想定し、近傍地の評価価格の予測がある程度可

能となり、条例第６条第６号所定の支障又は正当な利益を害するおそれが

生じると考えられる。 

ここで、本件事案における評価価格（地積が明らかであるので、本件土

地単価を含む。以下同じ。）のみを明らかにしても、計算過程の各数値等

を逆算することは困難であり、標準地と近傍地の格差を踏まえた個別比準

の想定が困難であることも踏まえると、近傍地の評価価格を予想すること

は困難であるから、評価価格のみを公開しても、条例第６条第６号所定の

支障又は正当な利益を害するおそれは生じないものと考えられ、このこと

は、上記実施機関が負う条例上の義務に鑑みても妥当であると考えられる。 

 (4) 本件における具体的検討 

   ア 評価方法 

     評価方法に係る記述については、上記(3)イのとおり、標準地の属性に係

る記述は非公開とすべきであるが、上記１(2)アイの計算式に沿った評価を
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行う旨を単に文章で記述したに過ぎない部分は、同等の情報を公開ずみで

あることから、当該部分は公開すべきである。 

   イ 標準地に係る属性 

上記(3)イのとおり、標準地に係る属性は、近傍地の評価価格の推測を容

易とする情報であり非公開とすることが妥当である。 

   ウ 時点修正率 

     時点修正の期間の始期及び当該始期を推知しうる情報については、標準地

の評価時点を推知可能な情報であることから、上記(3)イのとおり標準地に

係る属性として非公開とすることが妥当である。 

時点修正の価格変動の算定に用いる公示地の所在については、地図上の

地点がすでに公とされているところ（上記１(2)ウ）、時点修正率の項では、

当該公示地の所在地を示す地番等が非公開とされている。同等の情報を公

開ずみであることから、当該地番等は公開すべきである。 

   エ 個別比準 

     上記(3)イのとおり、個別比準は、近傍地の評価価格の推測を容易とする

情報であり非公開とすることが妥当である。 

オ 土地単価及び評価価格 

     上記(3)イのとおり、標準地評価額、時点修正率及び個別比準に係る金額

又は数値を除き、本件土地単価及び評価価格はいずれも公開すべきである。 

   カ 決裁文書 

決裁文書１枚目に記載の評価価格及び本件土地単価はいずれも公開すべ

きである。決裁文書３枚目以降は、土地評価調書及び「潮芦屋センターゾ

ーンⅡ期事業南ブロック未契約用地の財産評価について」と同じ資料が添

付されており、これらに記載された情報については、上記アないしオと同

様である。 

 

３ 非公開部分の条例第６条第１号及び第２号該当性について 

実施機関が上記第４の２(1)において、応募登録申込書等における本件会社の

代表者印印影及び納税額について条例第６条第２号により、応募登録申込書記載

の担当者の連絡先及び印鑑証明書等に記載の性別、生年月日、住所について条例

第６条第１号により非公開としたことは妥当である。 

 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張については、いずれも当審議会の判断を左右するも

のではない。 
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 ５ 結論 

以上のことから、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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別表 

 

文書 内容 公開すべき部分 

１ 財産評価審査会審査書（本件

処分に係る決定通知書別紙１

の公文書の件名欄⑤の文書） 

評価価格 

２ 土地評価調書（同件名欄⑥の

文書１枚目） 

・「評価方法」の項中、標準地の評価年月日及

び標準地の属性以外の記載事項 

・ 評価価格 

３ 潮芦屋センターゾーンⅡ期事

業南ブロック未契約用地の財

産評価について（同件名欄⑥

の文書２枚目以降） 

・「評価方法」の項中、標準地の評価年月日、

標準地の属性及び評価対象地に係る評価の前

提とした属性以外の記載事項 

・「時点修正率」の項中、公示地に係る番号及

び所在地番 

・「土地単価」の項中、土地単価 

・「評価価格」の項中、土地単価及び評価価格 

４ 財産評価審査会への審査依頼

について（決裁文書（同件名

欄⑦）の文書） 

・１枚目における土地単価及び評価価格 

・上記２及び３に同じ 
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（参考） 

審 議 の 経 過 

年 月 日 経      過 

令和７年３月28日 ・諮問書の受領 

・諮問庁から実施機関の弁明書を受領 

令和７年８月28日 

第１部会（第115回） 

・実施機関の職員から非公開理由の説明を聴取 

・審議 

令和７年９月29日 

第１部会（第116回） 

・審議 

令和７年10月31日 

第１部会（第117回） 

・審議 

令和８年１月６日 

第１部会（第119回） 

・審議 

令和８年２月20日 

第１部会（第120回） 

・審議 

令和８年２月24日 ・答申 

 

主に調査審議に関与した委員 

情報公開・個人情報保護審議会 第１部会 

部会長  淺 野  博 宣 

委 員  申    吉 浩 

委 員  鳥 井  真 次 

委 員  西 片  和 代 

委 員  西 上    治 

 


